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審査請求人

･ 処 蛋 分 庁

上記審壷鯖求人（以下「審査舗求人」という｡）から,､平成２６年７月10日付けで提起
のあった上記処分庁(以下｢処分庁｣という｡）の生活保賎法(昭和２．５年法律第ユ４４磯
以下『法Ｊという｡）第２５条第２項の規定による保護決定変更処分についての審査錆求に
対して,次のとおり裁決を行う。，次のとおり裁決を行う。，

、 主 文
の審査鯖求人に諭る保鐘凌吏決定処分のうち,保護葵のうち■■■■円を郷
部分についてはこれを取り消し,､その余については，これを棄却する。

審 査 請 求 の 要 旨
論求人の鯖求の趣旨は,処分庁が審査鯖求人に対して行った平成２６年６月１９
の錐鐘曳局曇鐘盈項の窺定による保繊決定変更処分（以下「本件処分」という｡）

③
0

，日付けの法第２５条第２項の規定に虫る保鍍決定変更処分（以下『本件処分」という｡）
の取消しを求めるというのであって，その理由とするところは，次のとおりである。
本件処分のうち月ｑ-１円を舜低生識から委任払として引かれている｡法”隼

に基づく返還金について，（本当に）返還決定されているのか不明で説明がなく，･根拠が
明確ではない。
また，委任払については，これを書かないと保護を受けられないと無理やり書かされ

● ◆

た。

０

ｉ
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平成ユ８年１１月２日付け履行延期申請香の署名押印については，役所の倉うことな
.のできちんとした証拠や決定書等,･債権に関して決定理由の分かる賞料等が存在してい
るのを前提として署名押印したｶﾐ,平成２６年７月２４日及び同月２８日の開示請求に．
より，この前提.となる資料がないものと知った｡債権管理簿についても，決定の年であ
ろう年度に納付書など作られていない。前提となる資料がない以上1.この署名，押印は
ないものとする。
なお，審査賭求人は，証拠として，次の書類を提出した｡、
本件処分に係る通知書の写し１通
本件処分に係る保醗饗算定書の写し１通 り G

審査請求人の世帯に係る返還金決定状況等の関係書類一式
・保有個入情報開示に関する決定通知書,開示文書等ｊ一式

０
２
５
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、

２処分庁の平成２６年ユ０月･2､４日付け弁明書による弁明の趣旨は，本件審査舗求を棄
却するよう求めるというのであって，その理由とするところは,､次のとおりである。′

，（ｴ）本件処分をするに至った経過は,次のとおりである９．ア馨垂誠求人は平成ﾕS竿２月“日から5賊ユ５年６月3０日まで(以下｢前回の‘

保謹受給期間Ｊという｡）処分庁において生活保謹を受給していた。霧篭震鰯皇感孟華愚孟6拝ゐ返塞全一が審査縦人電､=生じてし>る‘舗噌革麓董溌夏4雨け生若保穫戻入金一剛
: 蔑 蕊 域 撫 鶏 闇
圏懸据宰猟§目締窪章68条涯基壹萱返還雲一編
(ｵ）平成１､5年６月.8日付け生活保護戻入金一円.・
ウ.審査鯖求人は平成１８年io月６日に生活保護の再申鯖を行ったが,その時にｲの
《ア）から（オ）までの未納分について確認した。
（ ｱ ) について , 円．
（ｲ）について，■■■■■円．、（ ｳ ｿ について " 田

．（ｴ)について,．■■■■■■円．．．
ｇ ｏ

（ｵ)について,d■■■円
・エウの（ア）から.(オ）までの額の返還金等について審査謂求人に対し平成１８年１．

０月８０日に納付指導を行い,審査論求人が平成’８年’１月２日にｳの(ｲ）から
（ｵ)宝での返還金等について履行延期申舗書を提出したので,申出どおり承認した。

オその後,審査請求人の納付や,履行延期申請書の提出及びその承麗があり,平成２．２年９月から分割納付額は月額、円となった｡．

”継讓雛重重灘皇蕊繍謹奮鰯藤藤
委任払」という）を開始した。キー厳津駄毒喜…輻2も報郎日付けで審査竈秘唾誕噛辱入零蜜菰を肩磁歳円か呼琴跨騨鍵鯵経
費とじて社会保険料一円及びその他実賓面円を控除)に変更した。
この変更に伴い,平成２６年６月分保謹費に円の過払いが生じたため，

・・平成２６年７月に■■■円を，さらに,その残りを同年８月分から１２月分までで収
入充当する決定を行づた。

ク．平成２６年６月β０日に審査請求人から「委任払撤回申立書』を受理し，平成２６
年８月から本件委任払を中止した。

．（２）本件処分につし.､ての処分庁の意見は，次のとおりである。
ア本件処分は，平成２６年６月１日付けで世帯主の就労に伴う収入認定額の変更並び

･躯j喀約や、０．

鴬．･．
、００･。
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１．・に平成２６年７月１日付けの過払金収入充当額の変更及び世帯主の就労収入を推定畷．
１．

定する処分を適正に行った適涛妥当な処分ｾあり，何ら違法･不当なものではない。ｲ鱈急ぎ燕墓關とろ祷蔑鑑諦象火の便宜を増営曼斐琴謹息雪顎ノ司求天象躍塵羅臺岳維華華行ったものであり,行藝壺唾需蟄雪報魔
法律第ユ60号)第ﾕ条にいうｒ行政処分その他公権力の行使に当たる行論」に餓当

，い職､ものであり，本件委任払自体は審査鯖求の理由にはなり得ないｊ
ウ雲た,本件委任払に;ついて審査論求人は｢むりやりかかされた｣と錘しているが，
．、委任状には｢私の意思に基づき，この委任はいつでも撤回できるｊと明記されてお．り，

・・・．さらに審塞購求人から委任撤回め申出があったので『事務処理上可龍だった平成２６
年８月分保謹餐炊ら直ちに本件委任払を中止しており，その主張には根拠がない｡．；・エ．「毎月■■■■円返選金を引かれているが根拠が明確で注い』とする審査繭求人の

主喪については,､上記２（１）･イ（ｱ)･から（ｵ〉までの返還金等の決定について処
分庁は,通常の事務手順に基づき，返透金等が発生した理由及び金額差脱明するとと．･i･.もに,この決定理由を明記した決定通知書総付したものと考える。

奇｡菫走華孟WIg忌碩6日に生潅保護を開始樹平成2Q雫覗”垂雪壬雲翌
年８月’２日の２度にわたり，審査錆求人から返還金等の分割納付について減額の相

･ ●

‘襖‘鱗があり，履行延期申"害が提出されたため，審査錆求人からの申出ど鑓り，分割納

脇懸差難こそ#､葛ことがらも,審査論求人が,返還金琴唯畔雪雲琴謹季
’．かつたとは到底考え難く，現在処分庁が,返還金が生じた理由や算定方法を審査請求・１

人に対し宇部説明できないことを理由に》請求行為自体をすべきではないとし，自ら
・の債務の存在を否定しようとする審査鯖求人の主張には法的な正当性が全くない。

ルカァ撚燕恐魂から上記島(i)イ(ﾅ)から(ｵ)まで-罐雷雲琴雲壁黍不羅濠患合着うごとができた審査請求が行われた害実竺逵≦!_零重饗更菫
経過していることから,既に審査舗求を行うことはできず,返還等について債務の存

● e

●
０

在を争うこ迄はできない｡、
キ審査鯖求人の属する世帯の生活保獲が,平成i5年７月ｉ日付けで廃止されたこと● ●

，から，前回の保護受給期間中の書類については,保存年限である５年の経過によりケ
，-ス記録とともに廃棄したものであり，分割納付が続いている返還金等を決定した際・

の関係書類が保管されていない事実は認めるが,本件審査錆求の裁定に何ら影響を与
、えるものではない。

３‘上記２の処分庁の弁明に対する，審査錆求人の平成２６年１０月３０日提出の反瞼搭
による反論の趣旨は次のとおりである。．

『考えられるｊとか｢は蛍である｣とかはいいので､行政としてきちんとした証拠又
は根拠を示し，説明･ｳーﾐきである。・
上記２（ﾕ).イ.(ｱ)の戻入金について,･平成１８年１１月２日付けｹー ｽ記録に『ほ

か｣とあるが，これは何か。 ．：”
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・上記２（ユ）イ（イ）の戻入金について，この偵梅管理簿には決定は平成１５年６月
２日とあるが，平繊ユ８年ユユ月２日付けケース記録では納付期限平成１５年６月30

O ｃ ●

日となっているがどういうことか｡．
また，上記２（ユ）イ（イ）から（オ）までの返還金等について債権管理簿には納付

期藤原:̅二-:呈龍嘩蜘付期限があり決定?がない｡唾甦堕竺塗篭員雲
２つ3つあり，平成,6年に保蔑が廃止になっているのに,:平成ﾕ6年度戻入金が発生
匠堯扉罰も墓含めきちﾙとした決定日を示せ｡本挙審套睡竺躍雪耆淫・決定しているなら,■債権管理事務取扱規則(昭和■■＝規則蕊己罰に

．あるように課としてきちんと管理するようになっているはずである。

平成ユ５隼に保賎が廃止になり，それ以降平成.:８年ユ０月まで上寵２（１）イ“）′、、から（オ）までの返還金等に関して舗求は-度もない。’

上記２（１）イ（ア）の戻入金に関しても途中から請求もない。
・平成ﾕ８年に保護申鯖し，この時債務の履行延期彰書かされているし,平成２６年8.月

頃まで払って，途中なのに書類は鰊しないのでは。
返戻金の審査錆求期間巻経過しているというが決定啓及び審査購求できるとい･う書類は

決定時にもらっていない。
決定書を送ったとか，渡したとか，一方的でなく，きちんと示也また，今回の請求に

，対し，きちんと県知事に異磯申立てできるとある。取消しを求めることができるとある。
■■■■円の返戻金に対し異畿を申し立てるのは違法でない｡､処分庁は違法でない,不

法でない｡というならそれをきちんと征明すべきである。・
委任状も当時きちんとした脱明はなく，握り込みにするので書いてもらわないと困ると

し，債務の碓認も妾がしたが，役所だからと言って雲に書かせた。処分庁の醗明は平成２．

●｡

’6年に初めてきちんと受けた。
処分庁は債櫓の残っている■民全員,５年,３年,１年,１０年とあるが,債務の途

） 、
中であっても》（関係文書を）全て破棄しているのか。
処分庁は完結しているから，沙５年から５年経っているので破棄していると言っている６

債務も完結しているはずではないか（完結していなければ破棄しないであろう)。
暑燕鋤間を経過していると審査請求を行うことはできずとあるが巽壁､勢２
月’7日付け■■第加2号の督促状の『５不服申立について｣に,■長に対し異

、磯申立てができるとある。異蟻申立てをすればきちんと審査するようになっているのでは

ないのか。
昭和36年９月2.9日社発第726号厚生翁社会局長通知.｢生活保護法関係文書の保存

・期間について」（以下『厚生省社会局長通知｣･という｡）によれば,事務処理の便宜等の理
由により標準を超えて保存するのは自由であるとされているし,.生活保護法関係文書の保．
存期間の標準には保存期間の計画は文谷の完結の翌年又は翌年度から起算するとされ,‘
｢保護饗返還金納付通知書（控え）５年」等とある。

D B

●
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Ｉ処分庁はこれにのっとり，不存在としている。．
。処分庁は平成ユ５年に全て完結していたから年度を経過しており破棄したのであろう。．
i平成エ８年に申請じた時番かせた履行廷期届出等は私をだまして書かせたのか'間違い
ｉで書かせたのか，それとも誰かが法を破って破棄したのか。
!．処分庁の弁明によると，処分庁は法を破っているのではないか°
，返還金等があっで完結していないのに，返還金等に関する根拠資料や害類等を全て破棄．

画

している。：また,Ⅲ■■■の文書の手引‘第２編第８章文書の保存と破棄』にも違反している．
.i，４上記3の審査錆求人の反飴に対･ｻーる処分庁の平成26年ﾕ２月妬日付け再弁明書に 、

， 、 ． よ る 再 弁 明 の 趣 旨 は 欲 の と お り で あ る 、 ．

：審査錆求人の反論書の趣旨は,いずれも本件委任払により平成26年７月３日畑
.；・に納入された■■■■円の返還金等について,その納入義務がなかったことを重ねて主張．
ｉし，それを根拠として本件処分が違法又は不当なものであると主張しようとするものと解１．

Ｉするが,その納入鶴務がなかったとの主張には法的正当性がないことは平成２６年１０．月
、２４日付けの弁明書により明らかである。また，本件委任払は，審査講求人から提出され，
ｉた委任状に基づき行われたものであり，行政不H購査法第ユ条にいう垳政処分その他公‘，
！．.､椛力の行使に当だる行為」に餓当せず,審査鯖求の理由になり得ない。
１本件委任払について追加的に説明すると,本件委任払をすることにより審査鯖求人が金
ｉ融機関又は当庁に出向いたり現金を用意する手間の軽減につながるものであること，また．
！法に基づく法定実施ではないので,保護決定通知書にも法定理由の紀載はしていない。
；また,審査鯖求人の反輪書について念のため次のとおり反瞼を行う。，
：ア処分庁が有している債権管理簿は，新たに履行延期申請が提出され,､承寵する都度更
｝．、新することになっており，審査請求人の履行延期申請に基づき適切に更新している。

また'債権管理簿の担当者毛は債櫓管理上記載する必要がない事項であるから，これ１．
：‘

が記載されていないから，債権管理が適切でないという審査鯖求人の主張は認噛られな
い。

また,審査論求人が個別に主張する,平成１８年ユ０月６日の保護申舗時のｹー ｽ寵
録と，債権管理簿の記載に食い違いがあることば認めるが，開始決定時のケース記録で
記載して〕八る内容は１前回の保謹受給期間中の返還金等の債梅が残っでいる事実の記載

､ 0 ● ８

であり，債権管理簿と記戦する項目が異なっていることに本質的な問題はない。
上記２（１）イ（ア）の生活保護費戻入全について，開始決定の記録に.｢ほか」と記

載しているのは，当該債権については履行延期承罷決定済みであり，申請日時点で未収
納となっていた分割納付の各納付期限が平成１４年９月2.日から平成１６年３月８１日
にまでわたっていたからである。
上記２（１）イ（イ）の生活保護餐戻入金について,､債櫓管理簿は決定年月日が平成

１５羊６月２日であるとの審査鯖求人の主張であるが,開始決定の記録の納付期限は平
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成測年７月s胴となっており,職鯖求人が輌ﾕ‘雫蕊亭礎雲嘩篭窒
納閉鎖鏑日までに納付しなかったため，平成ユ６年６月２日に過年度収入として闘定を
行い，その日を記載したものである。
上記２（ﾕ）イ（ｵ)の戻入金についｽ,僚機管理簿には決定年月日を記載し,開始

決定の龍録には納付期限を配戦しており，記載事項が異なっているこどには何ら問題は
０ ． ●

な い 。 ・ ・
・生活保竣費戻入金は戻入決定した年度の出納閉鎖期日までに納付されなかった場合は,、
翌年度の過年度収入,として調定していることになっている。債権管理簿に陥載する決定
年月日の記戦が統一されてし$ないため，当初戻入決定竿月日を記戦している場合もあれ
０ ０

ぱ,､翌年度に過年度収入として鯛定した年月日を記戦じている場合もある。しかし，処
分庁における生瀞職費戻入金の取扱いでは,､担当者が保賎の変更又は廃止篝行った場豊，紙壼壷蕃溌諦曲ｼｽ群､"受噛堅琴理饗讓諜驚悪､
経理担当者は財務会計システムで納入通知害の発行処理を行い，債権管還簿に必要事項
.を記戦するこ・とになっており,債権は使権管理簿だけではなく,財謹会計ｼｽﾃﾑでも
管理する.ことになっているので,債権の存在を疑う余地はない。

イ分割納付が続いている返還金等を決定した際の関係書類は保管されていないため,返
､還金等が生じた理由や決定金額の算定を示すことはできないが，アのとおり.の事務処理
を行っているため，債権の有在に刷可らの疑いの余地はない。

哀平成１８年１０月3０日に，同月６日付けで申鯖のあった生活保護の開始を決定した
が，同日来庁した審査請求人に前回保齪の返還金債稚溌残っていることを説明した。同
瓢虚自には錘行延辨請書を受理し;同年'2恥り壁腫錘藝毒溌輔の上記２(1)イ(ｱ)の生活保穫戻入金と合せて月額合計一円の分割納付を
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，開始することを承認した。
審査鯖求人は-切説明はなく，無理やり書かせたと主狼するが，２度にわたって履行● 、

！延期申諭書が提出され，申出どおり承認し,分割納付も減額してきた°
：‘履行延期の承認に際して処分庁が審査請求人に通知し,履行延期承認決定通知書には
1．不服申立てができる旨の記載があるが,そのような申立ては審査錆求人からはなされて

グ

＆

い な い 。 ‘ ， 、
エ上寵2(1)"f(7)の生活保護費戻入金は前回保渡受給期間中に審査請求人鵡履行
延期申請書を提出したものであり，上記２（１）イ･(ｲ）から（ｵ）までの債権につい
ても，平成エ８年１１月ユ９日，平成２０年３月３日.,､平成２２年８月３日と履行延期

・申請番を同様に提出したものであり，審査鯖求人が今に振って知らないと主張すること
は罷められず，返還金に係る決定通知書を受け取っていないと主張するこ･とも認められ
ない。

オ,平成２６年６月１９日に決定した本件処分においては,審査請求人が違法と主張する
月額■■■■円の委任払について何ら変更決定する処分はしていない。
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'・力；委任状について当時きちんとした説明はなく，損り込みにするので書いてもらわない
．.と困ると嘗われたと審査鯖求人は主張するが，委任状を提出した平成22¥10月１日
以嘩そのような申立ては一度もなされてv,ない。

キ返還金等を決定した際の関係書類はｹｰｽ記録とともに適切に保管しているが,審査藷臺天毒塞墨毫決定Lだのが,前回の保謹=縛函秤菫韮菫匙饗竺具宇饗
過し，他の平成エ６年度生活保謹廃止ケースと同穣文書保存年限に基づき廃棄したも・のである。

、ク分割納付が続いて砲る返還金等を決定した際の關係賛料は保管されていないので,返
・･還金等が生じた理由や決定金額の算定方法を示すことはできないが，処分庁では適切に
償権を管理しており，また審査砿求人の数度にわたって履行延期申繭書を提出し,納付
を焼けてきた債権であるから，今になづて債務の不存在を主狼することは認められない。

ケ分割納付競続ﾙ､ている返還金等を決定した際の関係攪料が保管されていない事実は關
虚鼠"そゐ患差もって憧務も完結しでいるという審鋤”の蕊蝿奄登塗重：

．以上のとおり，処分ﾉﾃは平成２６年６月エ日付けで世帯主の就労に伴う収入開定額の変
更及び同年７月１日付けで過払金収入充当額の変更及び世帯主の就労収入を推定認定する

● ○

● ｅ

処分を行ったものであり，この変更決定に不服があれば審査舗求の対象になることに疑い
・はないが,審査錆求人の申し立てる理由での審査諮象については理由がない。
５上記4の処分庁の再弁明に対する審鋪求人の平成２７年２月２日及び同月４日提出

．､の再反瞼審による再反論の趣旨は次のと準りである．
('j平成１８年の生活保膜開始当時から,行政指導の下に返還金も決められそれを払わ
き振届かご=ゐ堯函か．処雑は信用してはいけないととれる弁函重塗で麺
を唱えないといけないのか｡行政指導で払わせ,払わなければ督促状一名で・
送りながら公権力の行使に該当しないとはどういうことか。指導したとケース記録に
あるでばないか。

（２）他に行政への支払があった場合，他に支払がある場合，処分庁と同様に生活保護菱
から払っていいのか，又払わなくてはならないのか。

(3j処分庁は他の保護受給者に対し,債権があるとして債権の発生要因等が分かる資料

Ｑ

G d

０

●

召“■ｑ″２６口、■ｚＢＢ１０ｑａでＱａＥロ日ｑａＥワ８口、１１幻ＤＱ１-■Ｄｒｑ唖砂●の９■８う、ＯｎＱ９０Ｄ０００８〃９０■■■■、Ｑ■０ＣＧＬ０．０６口〃も■日召Ⅱ９０１■■ロ。■■？▲９０℃４５畳切寸Ｐ、ざもＤＯＩグ、、-２℃■●０９３０の１，。●●●●●▽Ｇ８辻ロ

，を５年で鰊しているのか。

(4)５年経過したから破棄し‘破棄した年月は分からないとしているが,法律や■|■■
の規則などどの根拠に基づいて破棄したのか。本当に債権を決定しているなら破棄し
ないはずである。
厚生労働省社会局長通知,文書管理に係る■■■の規則等,■■■l債栴管理事務取

扱規則などでは，５年で破棄しないとならないとしているわけではない。 漢

（５）平成２６年１２月２５日付けの再弁明書について次のとおり個別に指摘する｡． ｆ

債権管理簿の記載懇どについて処分庁は記戦する日付が異なるが問題ないと非明して
いるが,■■■管財課からの説明では,､そのようなことがないよう■鋒所に指導的な
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● ･

-ーー.異二・一一垂聖全＝全ヱー麹日I Iや園の蒲知では債楠があらの書類は不存在としている。．
また’破棄したのであれば,その根拠を示せ｡■規則や国の通知では債梅があ：

るものまで破棄せよとの規定はない｡．'･
塁嘉昼羅暑曇皇緬蹄=詞､ると主鮒るが,■?御菩雪害鷲室宣
てi,るのか｡それとも内部規程を作っているのか｡内部規程があるな･らそれを開示すれ
ばよい｡いずれにせよ債権管理繊中の事案について,その発生要因'決定通知等を砿､

０ Ｍ

‘棄してしまうのはおかしい。、

難色關遁誇燃だが,そ嘩坐るまま萱雪雲雲饗債轌の発生要因と
-°してきちんと確認できるものがなく，決定金額について信用住が構い。・

・ ●

り

裁 決 の 理 由
□ 、

ｉ当庁が認定した事実は,次のとおりである。
１，膿藷豪天感聴iS年10月6同から処分庁に御診離謹塗雲鯉言鴎
（”審査請求人の世榊平成26年６月賊７月の“生活喪は円である

（ただし，金銭給付分のみで，医療扶助など現物給付分は除く｡)。．（３）審査請求人は,平成２６年６月1,3日に５月分の収入額，６月分の収入見込額の申‘

告及び５月受領分の給料の支給明細書の提出を行いｉ同日付けで処分庁は収受した。‘(4)処分庁は,収受した収入申告に基づき,.平成２６{年６月i9日に,同年５月26日

塵蔵墓i又久毫6瓦１日付けで認定し,その結果,既に決定して唾6即菫苧雪
臺ふち,■■■■■■円に変更するととも唱割輔里鬘璽；
払金として７月以降に分割充当し，７月の推定認定収入及び分割充当分を最低生活菱．

駕 職 凄 撫に収入充当した後の７月の支
．（５）処分庁は，平成２６年７月

．■円を代理納付,■■■■円を『委任払｣･として,残余の円を審査
請求人の指定する口座に支出する形で保護金品を支給した。

(6)｢委任払｣とする■円につ耐て処分庁は,審査請求人が負っている平成“・
年６月４日付け生活保護戻入金，平成１４年１２月４日付け法第６８条に基づく返還

・金平成ユ５年３月１９日付け法第６３条に基づく返還金及び平成１５年６月３日付・
け生活保護戻入金の4件の債権合計一円のうちの未収金であると主張し
ているが，これらの債権の発生原因である決定通知書や当時のケース記録等を処分庁 濫

Ｉ

は既に破棄しており，所持していないも．
(7)『委任払」について，処分庁は,審査請求人から，平成２２年10月１日付けで委任､
状を取得しており，それには,生活保護受給期間中,処分庁に下記の権限を委任する；
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．．旨の記載と，債務の種類として生活保穫費過年度戻入金及び法第６３条による返還金
‘が挙げられ，委任する楢限として，法に華づく保護金品からこれらの債讓について受
#・領し1.■■■に納入する旨の肥載があり,平成26年７月分の生活保護饗の支給にあ．、たり，■■■■■円を.｢委任払｣とされ,潅査請求人の指定する口座へは鐘り込まれて
・いない。・

２．．本件審査舗求に対する当庁の判断は，欲のとおりである。
。（１）法は0･rこの法律ぱ，日本国憲法第2･6劇こ規定する理念に基き,，国が生活に困窮す

るすべての国民に対し，その困窮の程度に応じ，必要な保膜を行い，その最低限度の．
．、生活を保障するとともに,･その自立を助長することを目的とする｡J(法第１条）と規．;･定し,･その保獲は,『厚生労働大臣の定める基準により測定した要保瞳者の需要を基と
．，し，そのうち，その者の金銭又は物品で満た宙ことのできない不足分を補う程度にお
・し､て行うものとする｡』（法第８条第１刺と規定しているも，

，この規定を受けて,厚生労働大臣は｢生活保賎法による保穫の基準J!(昭和88年厚
，生省告示第ユ５８蟻以下『保竣の基準J･とい３｡）を定めている．
(2)保唆の基錨について，法第8条第２項は，「要保漉者の年齢別,性別,世帯構成別，
所在地域別その他保賎の種類に応じて必要な事情を考慮した般低限度の生活の需要を

●●

．・滴たすに十分なものであって，且つ，これをこえないものでなければならない｡Ｊと定・ ８

めている。
（３）法第３１条は生活扶助の方法について定め，同条第３項は，囑宅において生活扶助

，を行う場合の保護金品は，世帯単位に計算し，世帯主又はこれに準ずる者に対して交
付するものとする｡但じ,これによりがたいときは,被保唆著に対して個々 に交付す
ることができる｡」としている｡．

(4)．法第３７条の2は保謹の方法の特例について定め,蝶護の実施機関は,.保護の目的
を達するために必要があるときは,､第３１条第３項本文若しくは第８３条第４項の規
定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保賎金品，第８１条第３頓．
ただし書若しくは第５項，第３２条第２項．第３４条第５項（第３４条の２第３項及
び第８５条第８項において準用する錫合を含む｡）若しくは第３６条第３項の規定によ・り被保護者に対して交付する保態金品又は前条第２項の規定により葬祭を行う者に対

‘じて交付する侭護金品のうち，介謹保険料(介護保険法第１２９条第１項に規定する

保険料をいう｡）その他の被保謹者が支払うべき饗用であって政令で定めるものの額に
０ ●

相当する金銭について，被保謹者に代わり，政令で定める者に支払うことができる。
この場合において，当該支払があったときは，これらの規定により交付すべき者に対
し当骸保謹金品の交付があったものとみなす｡』としている。”

(5)法第５８条ほ差押禁止について，『被保謹者は,既に給付を受けた保護金品又はこれ．，
を受ける梅利を差し押えられることがない｡｣.とし，法第５９条は，「被保膜者は，保
護を受げる権利を譲り渡すことができない､｣と規定している｡これらの規定の趣旨は，

・ よ 。
● ● も
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:法第Ｓ･８条第４項の規定により交付する保
一 一 一

●

畿警癒言爾蔚葛緬葆願一
Ｑ

も - ●

● ｡、

(8)これを本性拠駒についてみると，．、
ア上妃ユ（２）で認定した事実のとおり，審査請求人の世帯の平成２６年７月分の最
低生活費は保護の基準に基づき適正に算定されていると認められる｡また,上記１“）
で認定した事実のとおり，６月分の収入充当額の変更，７月分の収入充当額の認定及
び支給額の認定も適正に算定されていると認められ，この点に関して,･違法又は不当
な点は認められない。

イ処分庁は，上記１（７）で鬮定した事実のとおり審査鯖求人から委任状を得て，．上
龍ユ（５）で縄定した事実のとおり,保賎費の支給額の中から■■■■■､円を住宅菱
:の代理納付として,■■■円を｢委任払｣として■■■に納付している｡７月の支′
給額としｘ算定されているのは生活扶助費と住宅扶助費で，住宅扶助費は全額代理納・付されているので,この■■■円雌活扶助饗の̅部と考えられるが,生活扶助の

､方法は,原則として「世帯主又はこれに準ずる者に対して交付する』（法第3.i条第３
・項）こととなっ.ていることから，処分庁が生活保謹菱の戻入金あるいは法第６８条の
返還金（以下『法に基づく返還金等」という｡）として審査請求人の保護饗の支給額の

９
●●

１
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り
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句 ．

．うち，生活扶助饗からその一部を直接天引きする『委任払」とした取扱いが適正なもｏ Ｄ

のであったのかどうかについて，以下検肘する。
．ウ・法第８７条の2及び政令第3条賎保護の方法の特例とじて,被保獲者以外の者に

対して保護費を支払うことができる場合について定めているが’法に基づく返還金等．'
は，触第３７条の２の『被保謹者が支払うべき受用であって政令で定めるもの」に該
当しない。このことは処分庁も認めており，再弁明書でも『法に基づ角法定実施語は．● Q

な い Ｊ と 脱 明 し て し ､ る 。 ． ． 。 ． ．
：〃ェ.したがって,“庁i農よる｢委任払｣は,･上記ユ(7)で鶴定した事実のとおり，､

．・審査鯖求人が提出した委任状に基づき行われたものと考えられる。そのたあ，被保謹
．，者と被保獲者以外の者との合意に基づいて，当該被保賎者以外の者に対して保護饗を

● ０

．支払うことが，適正かどうかが問題となる。・
オ.保鐘費は,職低限度の生活の誘要を満たすに十分なものであって;且つ'これをこ・′

えないもの』･(法第８条第２項)･として保獲の実施機関により算定されているものであ
るところ,仮に保瞳の実施難関から,被保獲者以外の者に対して,被保謹者の保護饗
の一部が支払われる．とすると,法及餌政令により認められる場合を除き,当該被保護、
者は国の定める最低限度の生活水準を下回る生活を送らざるを得ないこととなるので・・０ ●

あるから，たとえ，当骸被保壌者と当該被保瞳者以外の者との間にその旨の合意があ
・ったとしても，保謹の実施機関がこのような取扱いを行うことは'･「必要な保獲を行い，
・その段低限度の生活を保障する」とする法第1条の趣旨に反することは明らかであり’
．また，法第５８条及び第５９条の趣旨からも，法に反するものであると賃わざるを得

、ない。
力処分庁は,この｢委任払Jは委任状に基づくもので｢行政処分その他の公権力の行
使にあたる行為」ではないので,本件処分の違法又ば不当の判断に何らの影響を与え
ないと主張しているが,､審査請求人には法に基づく返還金等の支払債務があるとする
処分庁の主張を前提としたとしても，このような取扱いは，オで検討したとおり法の
趣旨に反するものであり，また，上記１（４）で蝿定した事実のとおり,自ら適切な，、
支給額を算定しながら,そのうち■■■円については適法な支給をしていないのは
明らかであるから，支給方法の決定内容は法第８１条第３項に違反しており，これを

〃０
０

認めることはできない。
（９）上記（８）のアから力までで検討したとおり，本件処分の一部にば，取り消すべき
暇疵があるものと認められる。、

３上記のとおりであるので,審査請求人の本件審査請求の一部には，理由がある。
よって，行政不服審査法第40条第3項の規定により，主文のとおり裁決する。
なお，この裁決に不服があるときは，この裁決があったことを知った日の翌日から起算

して３０日以内に，厚生労働大臣に対し再審査舗求をすることができる（なお，裁決があ
ったことを知った日の翌日から起算して３０日以内であっても，裁決があった日の翌日か

. ’

ｆ
〃
。

●
日 ■

０
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０ ● ●



●

０､ち識して,年を織融-ると再審査請求をすをこど鞭嘩≦蝿些
ま脳この栽決があったことを知った日膵生労働大臣に再審査萠求をした場合は’当・該再審査舗求に対する厚生労働大臣の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内に，広島県を錬告として,広島地方裁判所に，この裁決の取消しの癖えを提起
‘ずるごともできる（訴訟において広島県を代裳する者は'広島県知事となる。なお'裁決

’０

殉城診たことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても’裁決があった日の翌．､日から起算してユ年を経過すると裁決の取消しの訴えを提起することができな･くなる)。、
ｇ ｏ
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､平成’２７年８月ユ８日
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広 島 県 知 事 湯 崎 英 彦
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